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（総則）

第１条　日本観光研究学会会則第２章、第５条、５に定める表彰については、この規程の定めるところによる。

（表彰の種類）

第２条　表彰の種類は次のとおりとする。

　　１　論文奨励賞

　　２　観光著作賞

（賞の対象）

第３章　各賞の対象は次のとおりとする。

　　１　論文奨励賞は、原則として、『観光研究』や各大学の紀要などの刊行物に公開され、応募時において満36歳未満である本会個人会員によって過去３年以内に発表された論文を対象とし、観光研究における将来性・発展性が顕著であると認められた研究論文に授与する。

　　　　（応募論文の範囲）

· 学会機関誌（『観光研究』に掲載された論文のみ）

· 各大学博士論文及び修士論文

（連名応募の場合）

· ファーストオーサーであること。また、役割の説明が必要である。

　　２　観光著作賞は、観光研究に関する著作（社史や事典の類を含む）で観光研究の進歩、発展に顕著な貢献をしたものを対象とする。共著の場合は出版本に与える。

（応募方法）

第４条　論文奨励賞の応募は会員の推薦または自薦による。観光著作賞は会員の推薦または自薦による。

（選考の方法）

第５条　表彰の選考は、常務理事会のもとに表彰委員会を設置して行う。

（受賞者の決定）

第６条　受賞者の決定は表彰委員会の報告に基づき、常務理事会において決定する。

（表彰）

第７条　受賞者の表彰は、原則として、学会総会会場において行う。

以上

